
書  類  名 保存期間(年) 完 結 の 日

 〔事務組合設立認可関係〕

   労働保険事務組合認可申請書 3  事務組合業務廃止の日

   同上記載事項等変更届 3       〃

   労働保険事務組合業務廃止届 3       〃

 〔保険関係成立、事務委託関係〕

   労働保険事務等委託書 3  委託解除の日

   労働保険事務等処理委託解除届 3     〃

   労働保険関係成立届 3     〃

   労働保険名称、所在地等変更届 3  届出の日

   労働保険任意加入申請書 3  保険関係消滅の日

   労働保険保険関係消滅申請書 3      〃

   雇用保険適用事業所設置届 2  事業所廃止の日

   雇用保険適用事業所廃止届 2  届出の日

   雇用保険事業主事業所各種変更届 2    〃

   労働保険事務等処理委託事業主名簿（様式第16号） 3  事務組合業務廃止の日

   同上を書換えたため不用となった廃名簿 3  不用となった日

 〔保険料等関係〕

   労働保険料等算定基礎賃金等の報告 3  会計年度終了後

   労働保険料等納入通知書(控) 3     〃

   労働保険料等領収書(控) 3     〃

   労働保険概算・確定保険料・一般拠出金申告書 3     〃

   労働保険事務組合 保険料等申告書内訳総括表 3     〃

   保険料・一般拠出金申告書内訳 3     〃

   労働保険料・一般拠出金還付請求書 3     〃

   労働保険料等徴収及び納付簿(様式第17号) 3  使用年度終了後

   使用年度終了後も債権債務が残っているもの 3  債権、債務消滅の日

 〔被保険者関係〕

   雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（事業主通知用） 4  資格喪失の日

   雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主通知用) 4  確認通知のあった日

   転勤届受理通知書(事業主通知用) 4  資格喪失の日

   特例被保険者確認通知書(事業主通知用) 4    〃

   雇用保険被保険者離職証明書(事業主控) 4    〃

   雇用保険被保険者氏名変更届受理通知書(事業主通知用) 4  届出の日

   雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿(様式第18号) 4  委託解除の日

   同上を書換えたため不用となった廃帳簿 4  不用となった日

   雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書(事業主控) 7  返付日

   雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(事業主控) 4   〃

 〔労災保険特別加入関係〕

   労災保険特別加入申請書 3  委託解除又は脱退の日

   特別加入に関する変更届 3      〃

   特別加入脱退申請書 3  承認の日

 〔一括有期関係〕

   一括有期事業開始届 3  年度終了後

   一括有期事業報告書 3    〃

   一括有期事業総括表 3    〃

 〔出納関係〕

   出納簿 10  使用廃止後

   専用口座廃止通帳 10    〃

   一般会計口座廃通帳 10    〃

 各種届書等の保存年限について
事務組合に関する帳簿・書類は、完結の日から次の区分による期間、保存しなければなりません。

参考資料－1



ダウンロード可能な様式について

参考資料－2

労働保険関係
↓

各種様式
↓

各種様式ページへ

以下の様式を北海道労働局ホームページからダウンロードできます。
アドレス https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/home.html
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参考資料－４

様式改正・追加について

〇 労働保険料等算定基礎賃金等の報告（組様式第４号） ※令和４年度単年度使用
末尾０、２は改正後の様式を使用。末尾４、５、６は改正前様式でも使用可。

〇 保険料・一般拠出金申告書内訳（組様式第６号） ※令和４年度単年度使用
（以下「申告書内訳」といいます）
末尾０、２は改正後の様式を使用。末尾４、５、６は改正前様式でも使用可。

〇 令和４年度労働保険料 確定保険料算定内訳 ※令和４年度単年度使用
（以下「内訳表」といいます）
末尾０、２のみの使用。
令和４年度３期概算訂正や令和５年度年度更新に当たり、改正後の「申告書内訳」を使用する場合
は、「内訳表」の提出不要。改正前の「申告書内訳」を使用する場合は、「内訳表」もあわせて提出。
☆上記様式は北海道労働局ホームページに掲載しております。
（ホームページ内で「労働保険事務組合 各種様式」と検索してください）

令和４年度確定保険料の算定についての留意点について

算定について

〇 末尾２（２元雇用）
前期・後期で賃金総額を出し、それぞれの料率で確定保険料を算定し（この時点では１円未満
を切り捨てない）、その後、前期分、後期分の確定保険料を合算し令和４年度確定保険料を算
定します。（この時点で１円未満の端数を切り捨て）

〇 末尾０（１元両保険・１元片保険）
末尾２同様に前期・後期で賃金総額を出し、それぞれの料率で確定保険料を算定します。
雇用保険分のみ分けるのではなく、労災保険分についても前期・後期で賃金総額を出し、それ
ぞれに料率を掛け、算定する必要があります。
★特別加入保険料・一般拠出金については、前期・後期に分けず、通年で算定します。
★労災保険分と雇用保険分の賃金総額が同額で、合算する前のそれぞれの確定保険料に少
数点があり、合算すると１以上になる場合は、労災保険料に１円加算する必要があります。
（労災保険分と雇用保険分の賃金総額が同額で労災保険率が「０．５」単位であるときに「申告
書内訳」の様式に従い、労災保険料と雇用保険料を別々に計算した場合、「１円」の差額が発
生することがあります。）

★労災のみ（１元片保険）の申告の場合も、前期・後期に分けて算定します。

〇 末尾４、５、６（２元労災）
前期・後期に分けず、通年で算定します。



参考資料－９

年 月 日

住　所

氏　名

① 算定期間 令和４年 4 月 日～ 令和 5 年 2 月 日

(a) 千円未満端数切り捨て (f) (i) (a)×(f)
 一円未満の端数は切り捨てない　

円
(b) 千円未満端数切り捨て (j) (b)×(f)

 一円未満の端数は切り捨てない　

円
(a)＋(b) (i)＋(j)

一円未満の端数は切り捨てない

⇒申告書⑧欄（ロ）へ転記 円
(c) 千円未満端数切り捨て (g) (k)　(c)×(g)

 一円未満の端数は切り捨てない　

円

(d) 千円未満端数切り捨て (h) (l)　(d)×(h)
 一円未満の端数は切り捨てない　

円

(c)＋(d)
一円未満の端数は切り捨てない

⇒申告書⑧欄（ホ）へ転記 円

(a)=(c)かつ(b)=(d)の

※ 場合、右の□に

✓を入れる

(m) ●から転記、転記の際一円未満端数切り捨て

円 ⇒申告書⑩欄（ロ）へ転記
(n) ▲から転記、転記の際一円未満端数切り捨て

円 ⇒申告書⑩欄（ホ）へ転記
(m)＋(n)

円 ⇒申告書⑩欄（イ）へ転記
(o) ●から転記、転記の際一円未満端数切り捨て

円 ⇒申告書⑩欄（ロ）へ転記
(p) ▲から転記、転記の際一円未満端数切り捨て

(A) ●の小数点以下 円 ⇒申告書⑩欄（ホ）へ転記
(o)＋(p)

円

(B) ▲の小数点以下 円 ⇒申告書⑩欄（イ）へ転記
(q) ●から転記、転記の際一円未満端数切り上げ

円

(A)＋(B) 円 ⇒申告書⑩欄（ロ）へ転記
(r) ▲から転記、転記の際一円未満端数切り捨て

円

円 ⇒申告書⑩欄（ホ）へ転記
(q)＋(r)

円 ⇒申告書⑩欄（イ）へ転記
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★

・④各欄に記載のとおりに記入

令和5年3月31日 千円

雇用保険分
（計）

(k)＋(l)

561 千円
▲ 6,445.5
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⑤ 確定保険料額（その２）
・⑤各欄に記載のとおりに記入
・雇用保険分のみ申告を行う場合は、
　(n)のみ記入し、(m)+(n)の欄には(n)
　の額を記入

★
が
一
円
未
満

1
6,445

10,092

279 13.5 3,766.5 【労災保険分】
・令和４年度の労災保険率を(f)に記入
・メリット労災保険率が適用される場合
  は、令和４年度概算保険料申告書
  に記載された労災保険率を記入
【雇用保険分】
・令和４年度前期の雇用保険率を(g)
  に、後期の雇用保険率を(h)に記入
（注）厚生労働省ＨＰで雇用保険率
　　　を確認できます

✓

④ 確定保険料額（その１）

雇
 

用
 

保
 

険
 

分

令和4年4月1日

～ 1000分の

282 9.5令和4年9月30日 千円

令和4年10月1日

～

561 千円
【労災保険分】
・左欄の適用期間中に使用した労働
  者に係る賃金総額を(a)、(b)に記入
【雇用保険分】
・左欄の適用期間中に使用した雇用
  保険適用者に係る賃金総額を(c)、
  (d)に記入

● 3,646.5

2,679

279 千円 1,813.5

282 千円
1000分の

1,833令和4年9月30日

6.5令和4年10月1日

～

② 保険料算定基礎額

区　　分（適用期間）
① 算定期間

② 保険料算定基礎額 ③保険料率 ④　確定保険料額（その１） 【始期】
・令和4年4月1日以前に保険関係が
　成立した場合、「令和4年4月1日」
・令和4年4月1日以降に保険関係が
  成立した場合、その成立年月日
【終期】
・保険関係が消滅した年月日

労
 

災
 

保
 

険
 

分

X X X X X ０X X X X X X

令和5年3月31日

労災保険分
（計）

令和4年4月1日

～

令和４年度　労働保険　確定保険料算定内訳
令和４年度の確定保険料内訳を下記のとおり報告します。

令和 5 ○ ○

○○ 労働局労働保険特別会計歳入徴収官　殿

○○県○○市○○
労働保険

番号

都道
府県

所 掌 管 轄 基 幹 番 号 枝 番 号
事業主

０ ０

株式会社○○　代表取締役　○○　○○


